
司法制度委員会

逃
げ
た
多
数
意
見
、
輝
く
反
対
意
見

―
―
―
「復
員
」
業
務
か
ら
見
た
国
に
よ
る
靖
國
神
社
へ
の
戦
死
者
情
報
の
提
供

内
田
雅
敏
　
弁
護
士

▼
輝
く
反
対
意
見

一
月

一
七
日
、
日
本
の
戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
戦
死

し
た
韓
国
人
元
日
本
兵
の
遺
族
が
、
靖
國
神
社
の
無

断
合
祀
は
国
に
よ
る
戦
死
者
の
個
人
情
報
の
無
断
提

供
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
国
に
賠
償
請
求
を
求
め

た
裁
判
で
、
最
高
裁
第
二
小
法
廷
は
請
求
を
棄
却
し

た
。
だ
が
、
判
決
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
三
浦
守
裁
判

官
の
反
対
意
見
に
は
多
く
の
称
賛

の
声
が
寄
せ
ら

れ
た
。

靖
國
神
社
に
よ
る
戦
死
者
の
魂
の
無
断
合
祀
と
国

の
関
与

〈祭
神
名
票
の
送
付
〉
に
対
す
る
賠
償
請
求

に
対
し
、
靖
國
神
社
は
、
遺
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方

で
死
者
を
祀
る
こ
と
を
妨
害
し
て
は
い
な
い
。
合
祀

は
靖
國
神
社
の
信
教
の
自
由
だ
と
弁
明
し
、
他
方
国

は
、
「祭
神
名
票
」
の
送
付
は
、
単
な
る
行
政
サ
ー
ビ

ス
に
過
ぎ
な
い
と
弁
明
し
て
き
た
。
裁
判
所
も
、
靖

園
神
社
の
無
断
合
祀
に
よ
っ
て
遺
族
が
不
快
感
を
覚

え
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
的
救
済

が
得
ら
れ
る
ほ
ど
の
権
利
侵
害
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

靖
國
神
社
の
合
祀
に
よ
っ
て
、
遺
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の

や
り
方
で
死
者
を
祀
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
た
わ
け
で

も
な
い
。
寛
容
な
気
持
ち
に
な
れ
。
と
遺
族
か
ら
の

請
求
を
棄
却
し
て
き
た
。

こ
の

「寛
容
論
」
は
、
殉
職
自
衛
官
山
口
県
護
国

神
社
無
断
合
祀
事
件
で
の

一
九
八
八
年
最
高
裁
大
法

廷
判
決
の
判
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス

で
は
自
衛
官
の
死
と
護
国
神
社
と
の
間
に
囚
果
関
係

が
な
く
、
本
件
と
は
全
く
事
案
を
異
に
す
る
。
戦
前
、

靖
國
神
社
は
、
陸

・
海
軍
省
の
管
轄
の
下
、
日
本
の

侵
略
戦
争
に
伴
走
し
て
来
た
「戦
争
神
社
」
で
あ
っ
た
。

戦
死
者
と
靖
國
神
社
の
間
に
は
深
い
関
係
が
あ
る
。

■
２
０
２
５
年
４
月
の
動
き

１
日
興
　
全
国
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
熊
本
弁
護
団
が
、
元
代
表

の
内
川
寛
元
弁
護
士
が
和
解
金
田
座
か
ら
横
領
し
た
と

し
て
元
代
表
を
告
訴
し
、

２５
年
２
月
に
約
８
６
８
万
円

を
横
領
し
た
件
で
元
代
表
が
逮
捕

・
起
訴
さ
れ
、
ま
た

約
３
８
７
９
万
円
を
横
領
し
た
件
で
も
同
月
に
再
逮
捕

・

３
月
に
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
、
さ
ら
に
２‐
～
２３
年
に
和

解
金
管
理
囲
座
か
ら
払
い
戻
し
た
現
金
の
う
ち
約
４
９

６
５
万
円
を
撲
領
し
た
と
し
て
、
熱
本
県
警
が
、
業
務

上
横
領
容
疑
で
、
再
々
逮
捕
。

４
日
鶴
　
６３
年
に
狭
山
市
で
女
子
高
校
生
が
殺
害
さ
れ
た

狭
曲
事
件
で
無
窺
懲
役
が
確
定
し
、
冤
罪
を
訴
え
て
い

た
石
期

一
雄
さ
ん
が
３
月
に
死
去
し
た
こ
と
を
受
け
、

妻
が
、
東
京
蔦
裁
に
第
４
次
再
審
講
求
を
申
し
立
て
。

７
日
翔
　
水
戸
地
裁
が
、

６７
年
に
利
根
町
で
男
性
が
殺
害

さ
れ
た
布
畑
事
件
の
再
審
で
■
年
に
強
定
し
た
無
罪
に

つ
き
、
富
報
に
掲
載
。
判
決
は
１３
年
以
上
前
に
確
定
し

て
い
た
が
、
担
当
者
が
事
務
処
理
を
失
念
し
、
掲
載
さ

れ
て
い
な
い
状
況
が
続

い
て
い
た
。
／／
世
界
平
和
統

一

家
庭
連
合

（旧
統

一
教
会
）
側
が
、
宗
教
法
人
法
に
基
づ

き
解
散
を
命
じ
た
３
月
２５
日
の
東
京
地
裁
決
定
を
不
願

と
し
て
、
東
京
高
裁
に
即
時
挑
告
。
／
３
月
２７
日
付
で

任
宮
し
た
新
任
検
事
８２
人
の
辞
令
交
付
式
開
催
。

２３
～

３３
歳
で
平
均
年
齢
は
２５

。
８
歳
．
女
性
は
２８
人
で
全
体

の
３４
％
ｏ

９
日
爛

岐
串
県
弁
護
士
会
が
、
最
高
裁
繁
三
小
法
廷
が

大
崎
事
件
の
第
４
次
再
審
請
求
に
つ
き
不
開
始
決
定
を

し
た
こ
と
に
抗
議
す
る
会
長
声
明
を
発
表
。
最
高
裁
の

判
断
は
科
学
的

・
専
円
的
知
見
に
基
づ
い
た
判
断
を

行
っ
て
お
ら
ず
、
刑
事
裁
判
の
鉄
則
に
反
し
て
い
る
等

の
内
容
。

１０
日
閣

東
京
高
裁
が
、

１６
年
に
相
模
原
市
の
障
害
者
施

設
津
久
井
や
ま
ゆ
り
置
で
入
所
者
ら
４５
人
を
殺
傷
し
、

死
刑
判
決
が
確
定
し
た
事
件
で
、
横
浜
地
裁
の
再
審
不

開
始
決
定
を
不
服
と
し
た
植
松
藝
死
剤
因
側
の
即
時
抗
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▼
三
浦
裁
判
官
の
反
対
意
見
の
骨
子

三
浦
裁
判
官
の
反
対
意
見
の
骨
子
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

①
靖
國
神
社
の
無
断
合
祀
に
よ
っ
て
遺
族
が
蒙
る

精
神
的
苦
痛
も
そ
こ
に
政
枚
分
離
原
則
に
よ
っ
て
律

せ
ら
れ
る
国
家
の
関
与
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
国
家

と
の
関
係
で
単
な
る
不
快
感
に
留
ま
る
も
の
で
な
く
、

法
的
救
済
に
当
た
る
程
度
の
強
い
も
の
と
な
り
得
る
。

②
戦
死
者
の
魂
を
合
祀
す
る
こ
と
は
靖
國
神
社
の

行
う
宗
教
活
動
の
根
幹
を
な
す
。

③
そ
の
根
幹
を
な
す
戦
死
者
の
合
祀
は
国
か
ら
の

「祭
神
名
票
」
の
送
付
な
く
し
て
は
な
し
得
な
い
。
戦

死
者
の
魂
合
祀
は
、
国
と
靖
國
神
社
が

一
体
と
な
ら

な
い
と
で
き
な
い
。

①
遺
族
ら
が
、
父
、
夫
、
子
供
ら
の
合
祀
を
知

っ

た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
除
斥
期
間
の
起
算
点

は
柔
軟
に
考
え
る
べ
き
だ
。

上
記
①
、
②
、
④
に
つ
い
て
は
、
「靖
国
合
祀
国
賠

訴
訟

敗
訴
な
れ
ど
輝
く
『反
対
意
見
ヒ
亀
世
界
瞥
一〇

二
五
年
四
月
号
）
に
書

い
た
の
で
、
韓
国
で
は
憲
法
前

文
に
「３

・
１
独
立
運
動
」
に
つ
い
て
書
き
こ
む
な
ど
、

建
国
の
礎
を
日
本
の
植
民
地
支
配
に
対
す
る
抵
抗
に

置
い
て
い
る
こ
と
、
靖
國
神
社
が
こ
れ
と
真
逆
な

「聖

戦
史
観
」
に
拠

っ
て
い
る
こ
と
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に

遺
族
に
無
断
で
、
し
か
も
創
氏
改
名
の
日
本
名
で
「護

国
の
英
奎
こ

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
遺

族
の
精
神
的
な
損
害
は

「不
快
感
」
な
ど
と
云

っ
た

レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
三
浦
裁
判
官
反
対

意
見
も

「我
が
国
と
朝
鮮
と
の
歴
史
的
な
関
係
、
本

件
各
被
合
祀
者
が
戦
死
等
を
す
る
に
至

っ
た
経
緯
、

戦
前
に
お
け
る
靖
囲
神
社
の
役
割
等
に
鑑
み
る
と
、

上
告
人
ら
が
本
件
各
合
祀
行
為
等
を
認
識
す
る
こ
と

に
よ
り
、
本
件
各
被
合
祀
者
を
敬
愛
追
慕
す
る
上
で

平
穏
な
精
神
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
た

と
い
う
主
張
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
る
。」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
等
を
指
摘
す
る
に
留
め
、
①
に
つ
い
て
言

及
す
る
。

▼
「復
員
」
業
務
と
い
う
補
助
線

三
浦
反
対
意
見
は
、
国
の
靖
國
神
社

へ
の
戦
死
者

の
情
報
提
供

（祭
神
名
票
の
送
付
）
が
な
け
れ
ば
靖
國

神
社
は
合
祀
を
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
情

報
提
供
行
海
は
合
祀
と

一
体
と
な
っ
た
極
め
て
重
要

な
も
の
で
あ
り
、
政
教
分
離
原
則
違
反
の
可
能
性
が

あ
る
と
す
る
。

敗
戦
に
際
し
て
受
話
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
九
項

は

「日
本
国
軍
隊

ハ
完
全
二
武
装
解
除
サ
レ
タ
後
各

自
ノ
家
庭

二
復
帰
シ
、
平
和
的
、
且
ツ
生
産
的
生
活

ヲ
営
ム
機
会
ヲ
得
シ
メ
ラ
レ
ル
ベ
シ
」
と
兵
士
の
帰

遠
、
即
ち

「復
員
」
謳
う
。
広
辞
苑
で

「復
員
」
の
語

を
引
く
と

「戦
時
の
体
制
に
あ
る
軍
隊
を
平
時
の
体

制
に
復
し
、
兵
員
の
召
集
を
解
く
こ
と
、
ま
た
、
召

集
を
解
か
れ
た
兵
士
が
帰
郷
す
る
こ
と
」
と
あ
る
。

国
家
に
は
戦
争
の
終
結
に
際
し
、
動
員
し
た
兵
士
を

復
員
さ
せ
る
義
務
が
発
生
す
る
。

復
員
の
対
象
と
な
る
の
は
生
存
兵
士
だ
け
で
な
く
、

戦
死
者
も
当
然
含
ま
れ
る
。
具
体
的
に
は
遺
骨
の
送

遠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
諸
外
国
と
は
異
な
り
日
本
で

は
靖
國
神
社
と
い
う
特
異
な
存
在
が
あ
り
、
後
述
す

る
よ
う
に
そ
こ
が
戦
死
者
の
魂
を
独
占
す
る
と
い
う

「虚
構
」
が
あ
っ
た
。

告
棄
輝
決
定
（特
別
抗
告
）
。
／
日
弁
連
が
、
鶴
見
事
件
第

３
次
再
審
講
求
特
別
抗
告
棄
輝
決
定
に
関
す
る
会
長
声

明
を
発
表
◆
弁
護
人
請
求
の
未
開
示
証
拠
の
開
示
を
検

察
官
に
命
じ
る
こ
と
も
、
弁
護
人
提
出
の
鑑
定
等
の
新

証
拠
に
つ
き
事
実
取
調
べ
を
行
う
こ
と
も
し
な
い
ま
ま
、

再
審
開
始
を
認
め
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
こ
と
が
通

正
手
続
き
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
等
の
内
容
（、

／
東
京
第

一
検
審
が
、
自
民
党
派
閣
の
パ
ー
テ
ィ
ー
を

巡
る
政
規
法
連
反
事
件
で
、
東
京
地
検
特
捜
部
が
不
起

訴
と
し
た
橋
本
聖
子
参
院
議
員
の
政
治
団
体
の
事
務
担

当
者
に
つ
き
、
２
年
間
で
１
８
５
５
万
円
と
い
う
額
は

国
民
感
覚
か
ら
す
れ
ば
高
額
で
あ
り
、
悪
賓
等
と
し
て
、

不
起
訴
不
当
議
決
。
他
方
、
橋
本
議
員
本
人
や
会
計
責

任
者
に
つ
い
て
は
不
起
訴
相
当
議
決
。

‐５
日
四
　
一死
大
阪
地
検
検
事
正
の
北
川
健
太
郎
被
告
人
か

ら
性
的
暴
行
を
加
え
ら
れ
た
と
す
る
女
性
検
事
が
記
者

会
見
。
女
性
検
事
が
、
用
僚
の
劇
検
事
を
、
情
報
を
用

国
の
職
員
に
漏
ら
し
た
等
と
し
て
告
訴

・
告
発
し
た
が
、

大
阪
高
検
が
不
起
訴
処
分
と
し
た
と
こ
ろ
、
処
分
発
表

日
に
、
大
阪
高
検
の
検
察
幹
部
が
女
性
検
事
の
代
理
人

を
通
じ
て
、
「不
起
訴
処
分
は
甘
い
対
応
で
は
な
く
、
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
女
性
検
事
が
外
部
発
信
を
す
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
警
告
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
検
察
の
信
用
を
お
と
し
め
る
行
為
を
繰
り
返
し
て
い

る
と
の
評
価
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
」
等
と
メ
ー
ル

で
伝
え
て
き
た
等
の
内
容
。

‐６
目
囲
　
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部

（大
野
和
明
裁
判
長
）
が
、

旧
統

一
教
会
の
信
者
と
関
連
団
体
富
曲
県
平
和
大
使
協

議
会
が
、
富
山
市
議
会
に
よ
る
旧
統

一
教
会
等
と

一
切

の
関
係
を
断

つ
旨
の
決
議
や
市
長
の
発
言
で
名
誉
を

毀
損
さ
れ
た
等
と
し
て
市
を
訴
え
、　
一
審
富
山
地
裁
が

請
求
を
棄
却
し
た
訴
訟
の
控
訴
審
で
、
宗
教
に
対
す
る

ヘ
イ
ト
に
あ
た
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
等
と
し
て
、
信

者
側
控
訴
棄
却
判
決
。
／
大
阪
地
裁

（堀
部
亮

一
裁
判
長
）

が
、
Ｗ
年
に
大
阪
入
管
に
収
容
さ
れ
て
い
た
ペ
ル
ー
人

男
性
が
、
食
事
の
改
善
を
求
め
た
と
こ
ろ
１
人
部
屋
に

連
れ
て
行
か
れ
、
後
ろ
手
に
手
錠
を
か
け
ら
れ
た
ま
ま
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出
征
に
際
し
、
「死
ん
だ
ら
靖
國
神
社
に
神
と
し
て

祀
る
」
と
言
う
の
は
、
国
家
が
戦
死
者
を
復
員
さ
せ

る
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
と
解

す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
復
員
先
は
戦
死
者
の

遺
族
の
下
で
な
く
靖
園
神
社
で
あ
っ
た
。

敗
戦
後
、
戦
死
者
の
遺
族
の
多
く
が
、
名
前
の
書

か
れ
た
紙
片
だ
け
が
、
あ
る
い
は
石
こ
ろ
だ
け
が
入
っ

た

「白
木
の
箱
」
を
受
け
取
ら
さ
れ
た
。

諸
外
国
、
例
え
ば
米
国
で
は
、
遺
骨
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
可
能
な
場
合
に
は
遺
体
の
本
国
送
還
ま
で

や
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
国

家
は
靖
国
合
祀
を
隠
れ
蓑
と
し
て
、
海
没
の
よ
う
に

収
集
不
可
能
な
遺
骨
は
と
も
か
く
と
し
て
、
収
集
可

能
な
遺
骨
に
つ
い
て
も
収
集
義
務
を
放
置
し
て
来
た
。

硫
黄
島
の
滑
走
路
下
に
約

一
万
人
の
日
本
兵
の
遺
骨

が
放
置
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦

後
八
〇
年
を
経
て
な
お
、
か
っ
て
の
戦
地
に
多
く
の

遺
骨
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

魂
は
靖
國
神
社
で
預
か
っ
て
お
り
、
「護
国

の
英

奎
置

と
し
て
祀

っ
て
い
る
か
ら
安
心
し
ろ
と
い
う
わ

け
だ
。

「遺
骨
な
き
七
十
九
年

の
空
白
よ
　
戦
死
せ
し
義

父
の
墓
じ
ま
い
す
る
」
と
、
二
〇
二
四
年
九
月
二
二

日
の
朝
日
歌
壇
に
あ
っ
た
。
日
本
国
家
は
、
戦
没
者

に
敬
意
を
表
し
て
い
な
い
。
沖
縄
南
部
戦
跡
地
の
遺

骨
混
じ
り
の
土
砂
を
辺
野
古
の
米
軍
新
基
地
地
建
設

の
た
め
の
埋
め
立
て
に
使
用
す
る
と
い
う
発
想
は
そ

の
表
れ
だ
。
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
を

「国

の
責
務
」

と
し
た
戦
没
者
遺
骨
収
集
推
進
法
が
議
員
立
法
で
成

立
し
た
の
は
、
戦
後
七
〇
余
年
を
経
た
二
〇

一
六
年

に
な
っ
て
か
ら
だ
。
本
稿
は
そ
の
非
を
弾
劾
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
で
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
靖
國
神
社
で
の
合

祀
は
、
戦
死
者
の
魂
の

「復
員
」
作
業
を
完
結
さ
せ

る
行
為
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
国

か
ら
靖
國
神
社
へ
の
祭
神
名
票
の
送
付
は
戦
死
者
の

個
人
情
報
の
提
供
、
靖
國
神
社
に
よ
る
合
祀
の

「お

手
伝

い
」
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
な
く
、
も
っ
と

能
動
的
な
国
に
よ
る
戦
死
者
の
合
祀
の
依
頼
ぞ
の
も

の
で
あ
る
。
戦
死
者
の
魂
の
合
祀
は
靖
國
神
社
の
私

的
な
行
為
で
な
く
、
国
の
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
理
解
す
べ
き
だ
。

▼
敗
戦
の
秋
、
臨
時
大
招
魂
祭

戦
死
者
の
魂
の

「復
員
」
は

一
九
四
五
年

一
一
月
、

靖
國
神
社
で
開
催
さ
れ
た
臨
時
大
招
魂
祭
に
始
ま
る
。

一
九
四
五
年
八
月

一
五
日
の
敗
戦
を
経
て
、
同
年

一
一
月

一
九
日
か
ら
天
皇
臨
席
の
下
、
靖
國
神
社
で

臨
時
大
招
魂
祭
が
挙
行
さ
れ
、大
東
亜
戦
争
（Ｋ
ン
ア
・

太
平
洋
戦
争
）
で
亡
く
な
っ
た
全
て
の
戦
死
者

（戦
病

死
を
含
む
）
の
魂
を
靖
國
神
社
に
「集
め
て
」
し
ま
っ
た
。

こ
の
臨
時
大
招
魂
祭
は
、
同
年

一
二
月

一
五
日
に

連
合
国
軍
総
司
令
部
よ
り
発
せ
ら
れ
た
神
道
指
令

「国
家
神
道
、
神
社
神
道

二
対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
、
支

援
、
保
全
、
監
督
並
ビ
ニ
弘
布
ノ
廃
止
二
関
ス
ル
件
」
、

（国
教
分
離
指
令
と
も
呼
ば
れ
る
）
が
不
可
避
で
あ
る
と

の
見
通
し
の
下
、
同
年

一
一
月
二
〇
日
の
陸

・
海
軍

省
解
体
の
直
前
に
大
急
ぎ
で
別
格
官
幣
社
靖
國
神
社

と
い
う
国
家
施
設
で
行
わ
れ
た
国
家
行
事
で
あ
る
。

大
急
ぎ
で
な
さ
れ
た
臨
時
大
招
魂
祭
は
靖
國
神
社
に

全
て
の
戦
死
者
の
魂
を

「復
員
」
さ
せ
た
と
す
る
が
、

招
魂
に
際
し
て
は
個
々
の
戦
死
者
は
特
定
さ
れ
て
お

‐４
時
間
以
上
放
置
さ
れ
職
員
か
ら
暴
行
を
受
け
て
け
が

を
し
た
と
し
て
、
国
賠
を
求
め
た
訴
訟
で
、
男
性
が
落

ち
着

い
た
あ
と
も
対
応
を
検
討
せ
ず
８
時
間
を
超
え
て

手
錠
を
か
け
続
け
た
の
は
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
達
法

等
と
し
て
、
国
に
Ｈ
万
円
の
支
払

い
を
命
じ
る
判
決
。

‐７
日
曲
　
東
京
高
裁

命
口
田
徹
裁
判
長
）
が
、　
一
般
社
団
法

人
Ｃ
ｏ
ｔ
ａ
ｂ
良

コ
ラ
ポ
）
と
代
表
の
住
藤
夢
乃
さ
ん
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ヘ
の
事
実
に
基
づ
か
な
い
投
稿
で
名

誉
を
殺
損
さ
れ
た
等
と
し
て
、
発
信
元
の
男
性
に
損
害

賠
債
を
求
め
、　
一
奮
東
京
地
裁
判
決
が
男
性
に
２
２
０

万
円
の
支
払
い
等
を
命
じ
た
訴
訟
の
控
訴
審
で
、
男
性

の
控
訴
棄
却
判
決
。
コ
ラ
ボ
側
に
よ
る
、

一
讐
判
決
の

損
害
額
を
不
服
と
す
る
控
訴
も
棄
却
。
／
′大
阪
高
裁
全
一

本
素
子
裁
判
長
）
が
、
勤
務
先
工
場
で
ア
ス
ベ
ス
ト
を
扱

い
じ
ん
補
を
発
症
し
た
と
し
て
、
元
労
働
者
の
遺
族
が

国
購
を
求
め
、

一
審
大
阪
地
裁
判
決
が
除
斥
規
闘
の
連

算
点
を
診
断
時
と
し
て
講
求
を
棄
却
し
た
訴
訟
の
控
訴

審
で
、
起
算
点
は
行
政
か
ら
健
離
彼
害
を
認
め
る
決
定

を
受
け
た
時
と
し
て
、
原
判
決
を
取
り
消
し
、
国
に
賠

償
を
命
じ
る
判
決
。

‐８
日
翁
　
広
島
高
裁
（河
田
泰
常
裁
判
長
）
が
、
生
活
保
護
基

準
額
引
下
処
分
違
憲
訴
訟
控
訴
審

（原
審
広
島
地
裁
）
で
、

デ
フ
レ
調
整
は
、
統
計
等
客
観
的
数
値
と
の
合
理
的
闘

連
牲
や
専
門
的
知
見

へ
の
整
合
性
を
欠
く
等
と
し
て
、

原
審
に
続
き
、
引
下
処
分
を
取
り
消
す
判
決
◆
／
福
岡

高
裁
那
覇
支
部
↑
一浦
隆
志
裁
判
長
）
が
、
辺
野
占
新
基
地

建
設
を
巡
り
、
運
立
予
定
地
周
辺
住
民
等
３０
人
が
、
県

が
不
承
認
と
し
た
設
計
変
更
申
請
を
代
執
行
に
よ
り
圏

交
大
臣
が
承
認
し
た
こ
と
の
取
消
し
を
求
め
、
被
告
を

明
確
に
す
る
た
め
に
国
と
県
を
訴
え
、　
一
箸
那
覇
地
裁

判
決
が
県
は
被
告
適
格
を
欠
く
と
し
て
訴
え
を
却
下
し

た
訴
訟
の
控
訴
害
で
、
処
分
行
政
府
は
国
交
大
臣
と
し

て
、
控
訴
乗
却
判
決
。

２‐
日
働
　
東
京
地
裁
（平
井
直
也
裁
判
長
）
が
、

Ｃ４
年
に
Ｄ
Ｎ

Ａ
聖
鑑
定
で
両
親
と
は
親
子
関
係
が
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
こ
と
か
ら
、

５８
年
に
新
生
児
の
時
に
繰
立
墨
囲
産

院
で
取
り
連
え
ら
れ
た
と
し
て
、
部
に
損
害
購
償
を
求
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ら
ず
、
戦
死
し
た
場
所
等
も
わ
か
ら
な
い
。
分
か
る

の
は
厚
生
省

（当
時
）
か
ら
各
戦
死
者

の
個
人
情
報

「祭
神
名
票
」
が
送
ら
れ
て
来
て
か
ら
だ
。
名
前
等
具

体
的
な
事
実
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
す
べ
て
の
戦

死
者
の
魂
を
招
魂
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら

靖
國
神
社
は
凄
い
（当
然
の
こ
と
だ
が
戦
前
の
招
魂
で

は
戦
死
者
は
特
定
さ
れ
て
い
た
）
。
別
格
官
幣
社
と
い

う
戦
前
、
社
格
の
低

い
（別
格
官
幣
社
第

一
号
は
湊
川

耐
社
、
靖
國
神
社
は
そ
の
次
）
、
し
か
も

一
八
七
九
（明

治

一
一
一
年
創
建
と
い
う
新
参
者
の
靖
國
神
社
が
他

の
神
社
仏
閣
を
凌
駕
す
る
存
在
と
な
っ
た
の
は
、
①

同
社
が
陸
海
軍
省
の
管
轄
す
る
戦
争
神
社
で
あ
り
、

日
本
の
侵
略
戦
争
に
伴
走
し
、
生
成

・
発
展
し
て
き

た
こ
と
、
②
戦
死
者
の
魂
独
占
の
虚
構
、
①
天
皇
参

拝
、
の
二
つ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
靖
國
神
社
が
遺
族

か
ら
の
合
祀
取
下
げ
の
要
求
に
絶
対
応
じ
な
い
理
由

は
こ
こ
に
あ
る
。　
一
人
で
も
取
下
げ
に
応
じ
た
な
ら

ば
靖
國
神
社
の
生
命
線
で
あ
る

「戦
死
者
の
魂
独
占

の
臨
構
」
が
崩
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

敗
戦
後

「復
員
」
業
務
の

一
環
と
し
て
戦
死
者
の

祭
神
名
票
を
送
り
続
け
合
祀
さ
せ
た
の
は
、
陸

・
海

軍
省
の
解
体
後
、
厚
生
省
に
移

っ
た
参
謀
ク
ラ
ス
の

旧
陸

・
海
軍
軍
人
達
で
あ
っ
た
。
「将
軍
た
ち
は
去

っ

た
が
参
謀
た
ち
は
残

っ
た
」
。
将
軍
た
ち
は
去
る
に

際
し
、
参
謀
た
ち
に
戦
死
者
た
ち
の
魂

の
靖
國
神

社

へ
の

「復
員
」
業
務
、
即
ち
靖
國
神
社
で
の
合
祀

を
託
し
た
。
そ
れ
は
戦
死
者
た
ち
の

「再
召
集
」
で

も
あ
っ
た
。
「護
国
の
英
霊
」
と
い
う
呼
び
方
も
問
題

だ
。
死
ん
で
も
な
お
国
家
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る

の
か
。

「靖
國
の
宮
に
み
霊
は
静
ま
る
も
　
を
り
お
り
か

へ
れ
母
の
母
の
夢
路
に
女
作
詞
大
江

一
二
二
、
作
曲
信

時
潔
）
、
〈戦
死
者
の
魂
は
靖
國
神
社
〉
と
い
う

「国
是
」

の
中
で
、
時
に
は
奈
族
の
処
に
帰

っ
て
き
て
ほ
し
い

と
い
う
遺
族
の
想
い
を

「を
り
お
り
か
へ
れ
」
と
、
控

え
め
な
表
現
で
謳
う
。
死
者
た
ち
が
本
当
に
帰
り
た

か
っ
た
の
は
靖
國
神
社
で
な
く
、
父
母
、
妻
子
の
処

で
は
な
か
っ
た
か
。
前
述
の
朝
日
歌
壇
に
は

弓
靖
国

に
祀
ら
れ
る
よ
り
我
が
家

へ
」
と
死
者
の
誰
も
が
そ

う
願

っ
て
い
た
」
と
い
う
歌
も
載

っ
て
い
た
。

話
を
戻
す
。
参
謀
た
ち
は
、
敗
戦
後
の
最
後
の
作

戦
と
し
て
、
引
揚
局
、
援
護
局
と
さ
ま
ざ
ま
に
名
を

変
え
な
が
ら
厚
生
省
の

一
角
で
、
生
存
呉
士
の
「復

員
」
業
務
と
同
様
、
戦
死
者
の
魂
の
「復
員
」
業
務
を

行

っ
た

（伊
藤
智
永

『奇
を
て
ら
わ
ず
　
陸
軍
省
高
級
副

官
美
山
要
蔵
の
昭
和
』
講
談
社
）
。
参
謀
た
ち
の
知
ら

れ
ざ
る

「活
動
」
は
戦
死
者
た
ち
の
魂

の
靖
國
合
祀

だ
け
で
な
く
、
自
衛
隊
の
創
設
も
あ
っ
た
。
創
成
期

の
自
衛
隊
で
幹
部
と
な
っ
た
の
は
旧
軍
の
佐
官
ク
ラ

ス
参
謀
た
ち
で
あ
っ
た
。
昨
年
来
報
じ
ら
れ
て
い
る

幹
部
自
衛
官
の
靖
國
神
社

へ
の
距
離
感
の
な
さ
は
こ

の
辺
り
に
起
因
す
る
。

三
浦
反
対
意
見
は
、
靖
國
神
社
が
戦
死
者
の
魂
を

遺
族
に
無
断
で
合
祀
す
る
に
際
し
て
は
、
国
か
ら
の

戦
死
者
の
個
人
情
報
の
提
供

（祭
神
名
標
の
送
付
）
無

く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
て

「行
政
サ
ー
ビ
ス
」

と
い
う
国

の
弁
明
を
退
け
た
が
、
上
記
の
よ
う
に

「復
員
」
と
い
う
補
助
線
を
引

い
て
、
国
に
よ
る
戦

死
者
の
個
人
情
報
の
提
供
を
見
た
場
合
、
本
件
合
祀

は
国
と
靖
國
神
社
の
共
同
行
為
と
い
う
よ
り
は
国
に

よ
る
合
祀
依
頼
に
よ
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
は
な
い
か
。

め
、
取
違
え
の
事
実
を
認
め
て
都
に
計
２
０
０
０
万
関

の
購
債
を
命
じ
た
■
審
判
決
が
０６
年
に
確
定
し
た
が
、

そ
の
後
も
都
が
生
み
の
親
を
捜
す
こ
と
に
協
力
し
な

か
っ
た
た
め
、
部
に
生
み
の
親
の
調
査
を
求
め
て
男
性

（６７
）
が
舞
年
に
提
訴
し
た
訴
訟
で
、
部
に
調
査
を
命
じ

る
判
決

（確
定
ヽ
／
法
制
審
議
会
刑
事
法

（蒔
審
関
係
）
部

会
第
１
国
会
議
開
罐
ｃ
大
澤
裕
委
員

（早
稲
田
大
学
法
学

部
教
授
）
を
都
会
長
に
指
名
．

２２
日
供
　
大
阪
地
裁
（野
村
武
範
裁
判
長
）
が
、

５５
年
発
生
の

森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
で
、
脳
性
ま
ひ
に
な
り
、
救
済

闇
体
ひ
か
り
協
会
を
通
じ
、
月
約
７
万
円
を
受
け
取
っ

て
き
た
女
性
（７０
）
が
、
救
済
団
体

・
被
害
者
団
体

・
国
の

工
者
合
意
時
に
予
測
で
き
な
か
っ
た
症
状
も
出
て
お
り

補
償
は
不
十
分
と
主
張
し
、
森
永
に
損
害
購
償
を
求
め

た
訴
訟
で
、
女
性
の
現
在
の
差
状
は
９５
年
妊
受
け
た
医

師
の
診
断
と
質
的
に
興
な
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い

等
と
し
て
、
除
斥
翻
闘
経
過
を
理
由
に
請
求
棄
却
判
決
争

２３
日
榊
　
最
高
裁
第
二
小
法
廷
（石
兼
公
博
裁
判
長
）
が
、

２０

年
に
当
時
の
石
丸
俸
二
安
芸
高
田
市
長
に
よ
る
、
曲
模

市
議
か
ら

「議
会
を
敵
に
園
す
と
政
策
が
通
ら
な
く
な

り
ま
す
よ
４
と
ど
う
喝
さ
れ
た
等
の
う
そ
の
発
言
で
名

誉
を
毀
損
さ
れ
た
と
し
て
、
曲
根
温
子
市
議
が
国
市
に

損
害
購
償
を
求
め
、
一
、
二
審
判
決
が
曲
根
市
議
蕉
よ
る

発
言
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
市
に
３３
万
円
の
賠
償
を
命

じ
た
訴
談
の
上
告
審
で
、
石
丸
氏
側
の
上
告
棄
却
決
定
。

２４
日
爾
　
東
京
地
裁
（中
村
心
裁
判
長
）
が
、

２０
年
に
と
田
清

副
参
院
議
員
の
公
設
秘
書

（故
入
）
か
ら
取
材
中
に
性
暴

乃
を
受
け
た
と
し
て
、
記
者
だ
っ
た
女
性
が
、
国
熊
を

求
め
た
訴
訟
で
、
性
暴
乃
が
秘
書
の
戦
務
に
付
罐
し
て

行
わ
れ
た
と
し
て
、
４
４
０
万
円
の
購
僕
を
命
じ
る
判

決
デ
イ
那
覇
地
検
が
、
１
月
に
沖
縄
本
島
で
知
人
女
性

に
性
的
暴
行
を
し
た
と
し
て
、
不
用
意
性
交
の
疑

い
で

書
類
送
付
さ
れ
た
在
沖
縄
米
軍
の
２０
代
男
性
海
兵
隊
策

を
不
起
訴
処
分
．
理
由
は
明
ら
か
に
せ
ず
，

２５
Ｒ
翁
　
え
ん
葬
被
害
音
の
た
め
の
再
警
法
改
正
を
早
鶏

に
実
現
す
る
議
員
連
盟
が
、
総
会
開
罐
．
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